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眞　嶋　康　雄

キーワード

　国民経済計算　貸借対照表　債務超過　税収構造　増税と還付金　リスクの増大

　経済政策と企業経営

はじめに

　日本経済の全体像と現状を理解するには、一国経済・国民経済という概念が最もわかり

やすいキーワードであり、内閣府の「国民経済計算」というマクロ経済統計を手がかりに

経済全体を把握することができ、特に国民経済の財政状況について明らかにする事ができ

る。次に、財政と密接な関連を持つ税制について、財務省「国税収納金整理資金受払計算

書」などに基づき、2014年４月に実施された８％の消費税増税の影響を中心に、税制の構

造変化と税政策の推移を示し、あわせて、他の統計資料を用いて金融政策や経済政策との

関連も含め国民経済の危機状況を明らかにする。

【１】日本経済の全体像と国民経済計算

（１）国民経済計算の特徴と利用

　国民経済計算は、「国民所得」概念を中心に位置づけ、国民所得分析として発展したも

のであり、ＧＤＰ（国内総生産）、国民所得、消費支出などの用語による統計であり、毎

年内閣府が報道発表し、発行する（1）。国民所得概念は、国民所得をはじめ、生産・供給、
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支出・需要など国民経済計算全体を扱い、産業連関表分析、資金循環分析、国民貸借対照

表分析も含み、現実経済の分析とマクロ経済管理である財政経済政策の立案に利用してい

る。国民経済計算は、その構成要素、諸概念の金額を複式簿記の原理を利用した一国経済

＝国民経済を対象にした一種の会計計算であり、一定の合理性を持つものであり、各種の

政府統計の中でも充実したものである。本章では、特に国民経済計算確報のデータを用い

貸借対照表勘定の構成を活用して国の財政状況の一端を明らかにしするものである。

　国民経済計算は一般に「国富」として報道されるが、経済のフローであるＧＤＰ（国内

総生産）とストックである国富（正味資産）によって日本経済の全体像の統計であり、国

民経済の構成要素（経済主体）である家計部門、企業部門、政府部門（一般政府・財政。

国と地方自治体）が生み出す付加価値の合計であるＧＤＰを四半期（３ヶ月）おきに発表

する。直近の新聞報道によれば、国の資産から負債を差し引いた国富（正味資産）は、

2014年末で、3108.8兆円、前年比60兆円（2.0％）増、対外純資産が史上最高の400兆円近

くに増加、国富のうち家計部門が2359.4兆円（前年比1.2% 増）で約４分の３を占めている（2）。

（２）国民経済計算と一般政府の債務超過

　一般に国の財政状況の悪化が説明される時、主として「国債の発行残高900兆円台に到

達」、「借入金など含め国の借金1200兆円」など金額的、数量的な側面が強調される事が多

いが、財政危機の質的側面・構造的側面を明らかにしているのが国民経済計算の統計数値

である。すでに、2011（平成23）年発表の2009（平成21）年末の国民経済計算（確報）に

よれば、統計史上初めて、国富（正味資産）の政府部門（一般政府＝国と地方自治体）で

負債超過、マイナス48.8兆円となっている（3）。

　上記「図表１」では、平成11年（1999）年には198.2兆円あった政府部門の正味資産は、

平成21（2009）年には前年の6.1兆円から54.9兆円減少し、マイナス48.8兆円となり、前々

図表１　国富（正味資産）の推移（内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部 (H.23.1.31）
（平成21年国民経済計算確報（ストック編）より作成）

各年末 Ｈ11年 Ｈ12年 Ｈ13年 Ｈ14年 Ｈ15年 Ｈ16年 Ｈ17年 Ｈ18年 Ｈ19年 Ｈ20年 Ｈ21年
国富（正味
資産） 2,911.2 2,883.4 2,825.3 2,720.0 2,640.4 2,629.9 2,626.2 2,719.7 2,811.1 2,808.0 2,712.4

非金融法人
企業 284.9 367.1 433.1 419.6 373.3 390.4 309.0 341.0 464.9 623.6 604.7

　金融機関 66.2 46.4 33.3 39.7 36.1 43.4 45.0 44.0 43.2 44.1 38.2
　一般政府 198.2 163.8 132.4 99.2 79.5 47.2 49.3 49.3 61.4 6.1 -48.8
家計（個人
企業含む） 2,286.2 2,238.3 2,158.1 2,092.9 2,084.9 2,079.0 2,152.7 2,213.3 2,163.0 2,054.5 2,039.0

対家計民間
非営利団体 75.6 67.8 68.5 68.7 66.5 69.9 70.2 72.1 78.5 79.7 79.3
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年の61.4兆円からは110.2兆円の減少となっており、明らかにリーマン・ショック直後の財

政、経済状況が反映している。下記「図表２」では、政府部門の資産は、平成11年の

198.2兆円からマイナス48.8兆円と一貫して減少傾向にあり、一方、非金融企業の資産は同

時期、284.9兆円から604.7兆円と２倍超の増加傾向を示している。

　企業会計における債務超過とは、貸借対照表（Ｂ／Ｓ）上における貸方残高にあるべき

純資産（資本）が欠損状態になり、事実上の倒産を意味する。また、自己資本が減少し、

一定額以下になると金融機関からの借入金の引き揚げが行われ、企業は倒産に至るが、通

常、純資産がマイナスに、貸方が全額負債（負債総額）になることは実際にはなく、しか

し、国民経済計算の国富（正味資産）の計算では政府部門が負債超過となったのである。

（３）国民経済計算と新基準（基準年）の改定

　「国家財政

の破産状態」

という事態に

陥っても、国

が行ったのは

国民経済計算

の基準の変更

による統計数

値の「改ざん」

であった。上

記「図表２」

の平成21（2009）年末の一般政府貸借対照表（２）は、図表中にあるように「平成12（2000）

年基準」に基づく統計数値・計数数値であった。また、平成21年の「国民経済計算確報・

ストック編」の発表は平成23（2002）年１月であったが、その後、次期の平成22年の国民

経済計算（確報）は、新しい基準、基準年を平成17（2005）年としたのである。従って、

当然のこととして平成21年末の国民経済計算に計上された一般政府の債務超過、資本欠損

額の48.8兆円は雲霧離散、帳消しとなり、これは、通常「赤字隠」、財政危機の隠蔽とみ

なされるものである。

　一般政府の財政状態を「図表２」で示された一般政府の貸借対照表（各年末）を見ると、

平成6（1994）年末の正味資産（企業会計でいう純資産・資本）は333.0兆円あったが平成

21（2009）年にはマイナス48.8兆円となり、15年間で正味資産は381.8兆円減少し、負債は

図表２　一般政府（年末）貸借対照表（各年内閣府「国民経済計算（ストック編）」）



國學院大學紀要　第 55 巻（2017 年）68

605 .7兆円増

加している。

平成21年末の

一般政府の期

末貸借対照表

の貸方は全て

負債額であ

り、債務超過、

資本欠損状態

に陥ってお

り、間違いな

く国家財政の破産状態を示している。

　「図表３」の一般政府貸借対照表（平成17（2005）年基準）では、一般政府の正味資産（純

資産）は74.4兆円となり、債務超過、資本欠損の数値は消滅してしまったのである。しかし、

「図表３」の新基準の貸借対照表（３）から同（４）までの正味資産（純資産）の減少額は、

（397.2－74.4）、322.8兆円であるが、「図表２」の旧基準の貸借対照表（１）から（２）ま

での正味資産の減少額は、（333.0＋48.8）、381.8兆円となり、新基準と旧基準との差額は

マイナス59.0兆円である。また「図表３」の負債の増加額は、（990.9－427.4）、563.2兆円、

「図表２」の負債の増加額は（1018.9－413.2）、605.7兆円、新基準と旧基準との差額はマ

イナス42.5兆円である。正味資産（純資産）と負債、いずれも新基準によって旧基準より

も小額となってなり、金額を縮小させている。

　上記「図表４」は、新基準による平成22年から平成26年までの各制度部門別の正味資産

の推移である。平成21年に国民経済計算の基準年を変更した後、直後の平成21年と平成22

図表３　一般政府（年末）貸借対照表（各年内閣府「国民経済計算（ストック編）」）

図表４　制度部門別の正味資産の推移（各暦年末「国民経済計算確報ストック編」）
（内閣府2016.1.15　平成17（2005）基準）

（暦年） Ｈ．21 構成比 Ｈ．22 構成比 Ｈ．23 構成比 Ｈ．24 構成比 Ｈ．25 構成比 Ｈ．26 構成比
正味資産
（国富） 3,072.2 100% 3,022.5 100% 2,995.6 100% 2,990.1 100% 3,048.5 100% 3,108.5 100%

非金融法人
企業 640.3 20.8% 632.3 20.9% 680.4 22.7% 654.9 21.9% 573.2 18.8% 548.2 17.6%

　金融機関 46.6 1.5% 59.2 2.0% 79.5 2.7% 78.5 2.6% 78.5 2.6% 139.7 4.5%
　一般政府 74.4 2.4% 31.4 1.0% （17.6） -0.6% （41.9） -1.4% （5.9） -0.2% (13.5) -0.4%
家計（個人
企業含む） 2,228.8 72.5% 2,220.4 73.5% 2,191.0 73.1% 2,230.6 74.6% 2,330.5 76.4% 2,359.4 75.9%

対家計民間
非営利団体 82 2.7% 79.2 2.6% 66.2 2.2% 68.0 2.3% 72.2 2.4% 74.7 2.4%
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年は、一般政府の正味資産（純資産）はそれぞれ74.4兆円、31.4兆円で「黒字化」したが、

平成23年から４年連続で赤字、債務超過となった。国民経済計算の基準年の改定による見

せかけの「財政改善」は２年しか持たなかったのである。

（４）国民経済計算と国民経済

　次に、国民経済計算の新基準と旧基準による制度部門別の正味資産の傾向と推移を「図

表５」で見る。国民経済計算の基準年の変更が意味することは、どのような事柄なのか、

国民経済全体の正味資産（国富）の金額を平成11年と平成21年と比較すると、その差額は

約100兆円から250兆円に拡大、同時期の非金融法人企業と金融機関、すなわち企業部門の

合計は約100兆円から約45兆円に縮小、同時期の一般政府は、約80兆円から約120兆円に拡

大し、家計は約80兆円増加している。傾向として正味資産（国富）は増加、企業（非金融

法人企業・金融機関）は縮小、一般政府は拡大、家計部門は増加している。また、「図表５」

の10年間における一般政府の正味資産の減少は、新基準（１）では（278.8－74.4）で204.4

兆円に対し、旧基準（２）では（198.2＋48.8）で247.0兆円、32.6兆円の差額がある。さらに、

新基準と旧基準との一般政府の正味資産の各年末の差額は、平成15年に80.4兆円、平成17

年に95.7兆円、平成19年に108.9兆円、平成21年に123.2兆円にも上る。その結果、平成21

年における一般政府の債務超過、資本欠損の状況は明らかにならなかった。仮に、国民経

図表５　制度部門別の正味資産の推移新旧比較（各暦年末「国民経済計算確報ストックへ編」より作成）
（１）平成17（2005）年改定基準値（新基準）で算定
（暦年） H.11 構成比 H.12 H.13 H.14 H.15 H.16 構成比 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 構成比
正味資産
（国富） 3208.6 100% 3193.5 3,138.2 3,038.3 2,973.1 2,953.7 100% 2,956.7 3,044.2 3,157.7 3,143.3 3,072.2 100%

非金融法人
企業 395.4 12.3% 466.6 526.5 489.7 454.7 474.4 16.1% 365.4 396.5 491.5 670.1 640.3 20.8%

　金融機関 61.2 1.9% 46 42.7 36.3 15.5 13.6 0.5% 36.7 46.8 52.6 33.4 46.6 1.5%
　一般政府 278.8 8.7% 249.7 212.3 169.5 159.9 137.4 4.7% 144.5 154.6 170.3 108.8 74.4 2.4%
家計（個人
企業含む） 2395.4 74.7% 2358.5 2,281.5 2,267.3 2271.1 2,254.9 76.3% 2,336.2 2,366.4 2,359.6 2,246.3 2,228.8 72.5%

対家計民間
非営利団体 77.9 2.4% 72.7 75.2 75.5 72.0 73.4 2.5% 73.9 79.9 83.7 84.7 82.0 2.7%

（２）平成12年（2000）年基準（旧基準）で算定
（暦年） H.11 構成比 H.12 H.13 H.14 H.15 H.16 構成比 H.17 H.18 H.19 H.20 H.21 構成比
正味資産
（国富） 2,911.2 100% 2,883.4 2,825.3 2,720.0 2,640.4 2,629.9 100% 2,626.2 2,719.7 2,811.1 2,808.0 2,712.4 100%

非金融法人
企業 284.9 9.8% 367.1 433.1 419.6 373.3 390.4 14.8% 309.0 341.0 464.9 623.6 604.7 22.3%

　金融機関 66.2 2.3% 46.4 33.3 39.7 36.1 43.4 1.7% 45.0 60.5 43.2 44.1 38.2 1.4%
　一般政府 198.2 6.8% 163.8 132.4 99.2 79.5 47.2 1.8% 49.3 48.5 61.4 6.1 -48.8 -1.8%
家計（個人
企業含む） 2,286.2 78.5% 2,238.3 2,158.1 2,092.9 2,084.9 2,079.0 79.1% 2,152.7 2,192.4 2,163.0 2,054.5 2,039.0 75.2%

対家計民間
非営利団体 75.6 2.6% 67.8 68.5 68.7 66.5 69.9 2.7% 70.2 77.3 78.5 79.7 79.3 2.9%

一般政府正味資産新旧差額 80.4 90.2 95.2 106.1 108.9 102.7 123.2
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済計算の基準年の改定がなければ、平成21年の一般政府の正味資産は（123.2＋48.8）、マ

イナス172.0兆円となっていたのであり、平成３（1991）年の約350兆円あった正味資産は

18年間に約520兆円減少したことになる。

　「図表５」から、さらに新旧基準による10年間の推移をみると、正味資産（国富）は、

新旧基準いずれにも平成11年が最高額で、その後減少し続け、一般政府の正味資産も減少

傾向である。企業部門（非金融法人企業・金融機関）は著しい増加傾向にあり、新基準（１）

で（686.9－456.6）、230.3兆円増、旧基準（２）で（642.9－351.1）、291.8兆円増、家計部

門は新基準（１）（2395.4－2228.8）、166.6兆円減、旧基準（２）で（2286.2－2039.0）247.2

兆円減であり、正味資産（国富）全体も新基準（１）で（3208.6－3072.2）、136.4兆円減、

旧基準（２）で（2911.2－2712.4）、198.8兆円減である。国民経済全体の正味資産（国富）

は減少し、その構成要素、三つの経済主体のうち、一般政府と家計の正味資産も減少する

中で、企業だけが10年間に大幅に正味資産を増加させている。また、同時期、企業の正味

資産の構成比も新基準（１）では14.2% から32.3% へ、旧基準（２）では12.1% から23.7%

へと倍増している。

　国民経済（一国経済）の財政状況を国民経済計算による貸借対照表勘定の構成として示

しているのが「図表６」で、各勘定の推移をみると平成６年から平成26年の間の総資産は

1012.8兆円増、金融資産の推移は2024.3兆円増、負債は1735.7兆円増であり、金融資産と

負債の増加が著しい。平成６年から平成16年の期間の総資産と総負債・正味資産（国富）

各勘定の構成比は、非金融資産は減少、金融資産は増加、また、負債は増加、正味資産（国

富）は減少の傾向にあり、平成26年までその傾向が続いている。平成26年の総資産は史上

最高となり、

平成24年から

の 増 加 額

（ 9 6 8 4 . 4 －

8 6 7 1 . 6 ）、

1 0 1 2 . 8兆円

は、同時期の

金融資産の増

加（6942.7－

5 9 8 0 . 8 ）、

961 .9兆円と

負債の増加額

図表６　国民資産・残高貸借対照表（各年度内閣府「国民経済計算 ( ストック編）」より）
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（6575.9－5681.5）、894.4兆円に極めて近く、３年間の総資産の増加は、金融資産の増加と

負債の増加を意味し、国民資産・負債残高の構成とポートフォリオの著しい変化を表わし

ており、この期間の国債の大量発行などの金融緩和政策の影響の可能性が考えられる。ま

た、平成６年と年と平成26年の国民資産・負債残高の貸借対照表であり、20年間の変化を

みると、借方の総資産の非金融資産と金融資産との比率がそれぞれ４対６から、３対７に、

貸方の総負債と正味資産（国富）との比率は、ほぼ６対４から７対３になっている。20年

間に正味資産（国富）の金額も比率も10％程度減少する中、金融資産と総負債の金額と比

率が大きく高まり、長期的にみても国民資産・負債残高の構成、ポートフォリオが著しく

変化し、国民経済の財政状況の悪化をみてとれる。

　次に、平成24年から平成26年の３年間の国民経済の推移を「図表７」で見てみると、３

年間の総資産の増加額は金融資産と負債の増加を意味していたが（図表内①）、この金融

資産の増加のうち家計金融資産の増加は140.7兆円であり、その内訳は証券＋株式で84.7兆

円を占め（図表内③）、また、キャピタル・ゲインは217. 兆円など、特に平成25年度の増

加が著しい（図表内④）。当時、東証平均株価の上昇や時価総額の高騰など金融市場は活

況を呈していたが、企業間における格差が広がっていたのである（図表内②）。

　「２－２正味資産（部門別）」の項の３年年間の推移をみると、正味資産（国富）の増加

分と非金融企業の減少分とは、ほぼ同額で、一般政府が３年間連続債務超過、資本欠損が

図表７　国富・正味資産・金融資産推移（内閣府平成26年度国民経済計算確報（ストック編）平成17（2005）年基準」）
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続く中、家計部門と金融機関の増加分（約190兆円）が著しく、非金融資産の減少分（106.7

兆円）を補填し、総資産の増加分（118.4兆円）に寄与したのである。「図表７」が示した

国民経済の変化の特徴は、第１に、国富全体、金融機関、家計の金融資産の大幅な増加、

第２に金融資産の増加額とほぼ等しい国民経済に占める負債の大幅な増加、企業間におけ

る非金融機関と金融機関との格差拡大、家計部門の金融資産の増加も後述するが、金融資

産の有無による著しい格差を広げている。３年間の国民経済の変化は、金融資産の肥大化、

各部門間の格差の拡大と負債・債務の膨張を特徴としている。

【２】国民経済計算とＧＤＰ

（１）名目・実質ＧＤＰ推移　

　国民経済計算（フロー編）によるＧＤＰ（国内総生産）の推移をみる。「図表８」では

1994（平成６）年から2015（平成27）年までの推移を示しているが、名目ＧＤＰは1997（平

成９）年の21.3兆円をピー

クに、下降、または低迷５

し続けており、2015（平成

27）年は500.4兆円で、20

年間ＧＤＰが停滞するとい

う異常な状況が続いてい

る。また、実質ＧＤＰは

1994（平成６）年の447.2

兆円から2007（平成19）年

の 5 2 5 . 5 兆円、

2015（平成27）年

の529.0兆円と定

の増加を示してい

るが、日本の経済

は、いわゆる「デ

フレ状態」、消費

者物価の下落が続

く中、実質ＧＤＰ

の数値は物価下落

図表８　名目・実質ＧＤＰ推移
（年末 ; 兆円「内閣府国民 経済計算」各年末）

図表９　各国実質ＧＤＰ成長率推移（BIS 「86th Annual Report 2016」）
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分を「加味」したものであることを考慮すべきである。

　次に、実質ＧＤＰ推移の各国比較を「図表９」でみると、高い成長率を示す世界、他の

諸国と比較しても日本の低成長率ぶりが際だっている。1996年から2006年の期間の平均年

間成長率は、アメリカ3.4%、イギリス3.0％、先進国平均の2.7％、フランス2.3％、ドイツ1.5%

に対し、日本は1.1% である。ふつう、実質成長率は、名目成長率から消費者物価指数上

昇分を控除しており、この時期、物価上昇が続く各国の実質成長率は名目成長率より低く

なる。対して、日本の実質成長率は物価下落、「デフレ状態」の中では名目成長率より高

くなるが、世界の中でも際立って長期にわたり停滞しており、日本の経済成長率は実質で

も10年間平均1.1% で停滞し続けている。

（２）国民経済計算と国民所得

　国民経済計算による統計の一つの国民所得の構成要素である雇用者報酬、財産所得、企

業所得、労働分配率などの推移を示したのが「図表10」である。国民所得はＧＤＰ（国民

所得）から固定資本減耗分などを差引き、海外からの純所得を加えたもので、構成要素の

一つである労働分配率は国民所得の中の雇用者報酬の割合を表したものである。また、国

民所得勘定は , これらの構成要素・諸概念と金額を複式簿記の形式と原理で整理したもの

である。

　1997（平成７）年から2014（平成26）年までの各構成要素の推移をみると、国民所得は

382.3兆円から減少し続け、17.9兆円減の364.4兆円、雇用者報酬も279.0兆円から減少し続け、

26.6兆円減の252.4兆円、労働分配率も2008年に一時回復したが73.0％から減少し、3.7％減

の69.3％、財産所得も同時期に279.0兆円から252.4兆円へと同じく減少し続けている。こ

れに対し企業所得は同時期、71.2兆円から15.8兆円増加し、87.0兆円となっている。長期

図表10　国民所得＆各構成要素推移（内閣府「国民経済計算」より作成）
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的に国民所得、雇用者報酬、労働分配率、財産所得など全ては1997（平成７）年をピーク

に減少し続けている。特に労働分配率が71.6％に回復した2008（平成20）年以降は、国民

所得が停滞する中、その後、労働分配率と雇用者報酬が減少し続けている最近の傾向は深

刻である。これらの推移は、国民経済の制度別主体である企業部門で生み出された付加価

値が、家計部門へ給与・賃金として還流されていない事実を示している。ほぼ20年にわた

り企業部門から家計部門に還元されるべき雇用者報酬と労働分配率が減少し続けていると

いう事実は、他の先進諸国では例をみない。

【３】税収推移と税収構造

（１）国税収納済額と歳入組入額

　平成24（2006）年４月に、政府は一般消費税を５％から８％に税率をあげたが、増税が

税収構造へどのような変化をもたらしたか、また、その影響などを本章で検証する。

　「図表11」の欄には「（１）収納済額」とあるが、これは正確には年度内に国税徴収とし

て予定した「徴収決定済額」のうち年度内に実際に徴収した金額、国庫金として納められ

た「徴収税額」である。また、同じく「図表13」の欄にある「（２）歳入組入額」とは、

各年度の国予算組入金額であり、収納済額から控除され、予算として執行される金額であ

る。しかし、ふつう「税収」または「税収額」をさすのは、「歳入組入額」であり、新聞

報道はじめ経済記事、経済論文等に「収納済額」として発表されることがほとんどない（4）。

　また、「税収」として発表される歳入組入額と徴収済額と大きな隔たりがあり、「図表

図表11　国税収納済額と歳入組入額の推移（単位；億円）
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13」の「（１）収納済額」と「（２）歳入組入額」とは、大きな隔たりがあり、平成18（2006）

年度では、約10兆５千億円の差額が生じている。実際の国税徴収額と予算執行額との「差

額」（（１）－（２）＝（３））については、後ほど「国税還付金」として詳細に検討する。

（２）国税収納済額の推移

　上記「図表11」の国税収納額の推移をみると、平成21（2009）年度が最も少なく、平成

26（2014）年度の約67兆５千億円が最も多いが、平成18（2006）年度の約63兆４千億円と

比べ、税収構造に大きな違いがある。平成18年度は消費税、法人税、所得税の各税の対収

納額比率が27.0％、24.8％、27.0％で（図表内①、③）、それぞれ拮抗しているのに対し、

平成26年度は各税の対収納額比率は、それぞれ36.5％、17.6％、30.3％と大きな変化を見

せている。法人税額と税収比率の減少と消費税額の税収比率増加という長期的傾向を示し

ていた国税収納額の構造は、平成26年度にさらに一層強まった。

　「図表11」でさらに国税収納額の推移を詳しくみると、平成26年度の消費税収納額（国

税分と地方分）が24兆6,529億円、前年度比７兆9,763億円増、同47.8％増、平成26年度収

納済額全体の36.5％を占め、第１位である（図表内②）。所得税（源泉徴収所得税・申告

所得税など）は20兆4,57億円、前年度比２兆6,404億円増、同14.8％増、収納済額全体の

30.3％で第２位、消費税、所得税共に史上最高額である。一方、法人税は11兆8,951億円、

前年比7,851億円減、同4.5％減、収納済額の17.6％で、前年より金額と比率で減少している。

その他の税収（酒税、揮発油税、印紙税など）は10兆4,985億円、前年度比3,242億円増、

同8.2% 増、収納済額の15.5％を占める。一般消費税の５％から８％への増税が税収構造に

大きな影響を与えている。

　平成26年度の国税収納済額でみる税収構造は劇的な変化を示している。第１に、一般消

費税率の５％から８％への増税による消費税の税収額とその割合の急増であり、同時に法

人税の税額と税率の下落が決定的な特徴である。消費税の増税と法人税の減税を同時に

行ってきたこれまでの政府の20年来の税政策、「税制改革」の問題点、歪みが著しく顕著

になった。家計と中小企業がほとんど、特に家計部門が多く負担する消費税は、国民経済

に悪影響を与え、成長力を奪うことになるのである。

　第２に、日本の税制構造の歪みは、今後さらに国民経済に深刻な状況をもたらす可能性

がある。法人税収は、平成26年度に11兆8,951億円であるが、史上最高額の平成19年度の

16兆5,767億円以来減少し続けており、平成26年度に各税共に前年度比で税収の増額と増

加率を示す中で、戦後最高の企業利得（経常利益・営業利益など）をもたらしながら前年

度より税収とその割合（7,851億円減、4.5％減）が減少するという、かってない現象をも
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たらした。戦後最高の収益・営業利得をもたらしながら税収が減少するということは、今

後、法人税の増収の見込みの可能性は低いということである。国民経済と経済主体の各部

門との関係で考察すると、唯一といってもよい付加価値を生み出す企業部門から政府部門

へ十分に「富」の移動、「所得移転」がされていないという事である。政府部門が債務超過、

資本欠損となり、事実上の破産状態である現在、税制によって企業部門が優遇される時代

は終わるべきである。

（３）歳入組入額の推移

　「図表11」の「歳入組入額」は、実際に徴収された国税収納額から国庫へ納められ、年

度内に予算執行される金額である。平成25年度の全体額と各税の金額と比率は、全体は約

48兆４千億円、消費税が約10兆８千億円、22.4％、所得税が約15兆４千億円、31.9％、法

人税が約10兆5千億円、21.7％であった。

　一般消費税が８％に増税した平成26年度は、54兆7,224億円、前年比６兆3,019億円増、

同11.5％増、税目別では消費税16兆0,290億円、前年比５兆1,997億円増、同32.4％増、全体

の29.3％であるが、歳入組入額の約16兆円は徴収済額の約24.7兆円の約65％に過ぎず、一

般予算として執行されるのは「効率」の悪い税である。また、法人税11兆316億円、5,379

億円増、同５％増、20.2％、所得税16兆7,902億円、１兆2,359億円増、同11.2％増、

29.3％、その他の税収10兆8,716億円、6,726億円増、同6.4％増、19.9％の順である。消費税、

所得税が大幅に増収し、比率も増加する中で､ 法人税は約５千億円が増収したが、比率を

21.7％から20.2％に減らしている。

　また、これまでの最高額であった平成18年度の約53兆1,978億円と比べ、８年振りに約

２兆５千億円増収したに過ぎない。平成26（2014）年度の全体の増収分、約６兆３千億円

のうち、約５兆２千億円は消費税８％の増税による「増収分」であり「景気改善」による

税増収ではないのである。

　全体と各税の歳入組入額の推移をみると、最も全体額が少なかったのは平成21（2009）

年度の38兆8,227兆円、リーマン・ショックの影響であり、法人税の税額は６兆3,564億円

と最も少なかったが、この年の全体の収納済額は９兆4,416億円であり、その差約３兆円

は後述するように「還付金」である。法人税が国税収納額においても国税歳入組入額にお

いても、所得税と消費税という家計部門に依存した税構造は国民経済の発展とバランスを

阻害するものであり、平成27年度、平成28年度でも消費税と所得税は歳入組入額の60％を

占める一方、法人税は17％程度という傾向が続いている。
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（４）各税還付金

　下記「図表12」の「（１）国税収納済額」「（２）と国税歳入組入額」との差額である「（４）

還付金・支払分合計」の各年度の推移であるが、この金額は図表内の「（１）－（２）＝（３）」

の金額に近く、このうち「消費税・地方支払分」は地方自治体に支払われる。増税された

一般消費税８％のうち国には6.3%、地方自治体（都道府県）に1.7％配分される。図表内

の「（４）還付金・支払分」のうち「支払分」とは、この地方自治体に支払われる一般消

費税の配分額であり、地方の税収入として計上される。したがって、「（４）還付金・支払

分」から控除した消費税、法人税、所得税などの「各税還付金」は企業、個人へ還付され

る。

　図表内の「各税還付金（企業・個人）合計」は、実際の国税徴収額（収納済額）のうち、

平成26年度の「（１）収納済額」約67兆５千億円と「（２）歳入組入額」約55兆円との差額

は約12兆９千億円の多くは各税の「（４）還付金・地方支払分合計」約11兆２千億差額は

約12兆９千億円の多くは各税の「（４）還付金・地方支払分合計」約11兆２千億円で、収

納済額全体の16.6％を占める。また、「税還付金（企業・個人）合計」は約６兆９千億円、

収納済額の10.2％を占め、徴収税額、「税収」の１割が還付されている。

　「図表12」をみると、２番目に還付金・支払分が多い平成21年度は、歳入組入額が平成

14年度以来最も少ない約38兆２千億円であったが、その額約７兆８千５百億円は還付金・

図表12　国税各税還付金・支払分推移（単位；億円　財務省「国税収納金整理金受払計算書」各年度より作成）
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支払分約10兆９千５百億円の71.7％を占め、収納額約50兆５千億円の15.6％を占めた。そ

のうち、法人税還付金は約３兆円、史上最大となったのであり、法人税の収納済額９兆4,416

億円の32.7％を占め、一方、法人税の歳入組入額は６兆3,664億円にとどまり、リーマン・

ショックに企業業績が悪化したことを理由に、実際の徴収額の３分の１を企業へ還付した

のである。

　さらに詳しくみると、平成26年度の各税還付金６兆8,623億円で（収納済額の10.2％）で、

このうち個人事業主・法人に還付される消費税還付金は３兆4,237億円（消費税収納済額

の13.9％）、各税還付金の法人税還付金8,653億円、所得税還付金は２兆2,185億円、その他

の税の還付金は3,548億円となっている。また、不景気には法人税還付金でそれぞれ莫大

な額を徴収された税金から受け取ることができるというに常時対応の二重のセーフティ

ネットが存在しており、日本では税の再配分機能が企業部門には立派に機能していること

になる（5）。

　国民経済を構成する各経済主体（一般政府（財政・国と地方自治体）、企業、家計）の

中で、企業の中で生じた付加価値は、給料・賃金として家計に還元され、また、税として

一般政府に還元されるが、日本の税構造は、各税の還付金制度によって税収＝国税収納済

額のほぼ10％以上（平成26年度６兆8623億円、同10.2％、平成21年度は７兆8,524億円、同

15.6％）が毎年企業や家計の一部の富裕層に返金＝還元されるという「税の還流制度」の

機能が発揮されている。税の再配分機能は本来、税額控除などを通じて家計部門の貧困層

や企業部門の中小企業を対象にするものであるが、消費税の主な負担者である家計には１

円たりとも還流されていないのである。還付金制度などの歪みを増幅させ、消費税増税と

法人税減税を続ける税政策・税制の推進は、国民経済の発展と構造に一層の不均衡と格差

をもたらしている。

【４】経済統計・指標が示す危機

（１）「国の財務書類」と財政

　平成15年度より財務省から「国の財務書類」が発表された。これは、国全体の資産や負

債などのストックの状況、費用や財源などのフローの状況といった財務状況を一覧でわか

りやすく開示する観点から、企業会計の考え方及び手法（発生主義、複式簿記）を参考に

して、一般会計と特別会計を合算して作成・公表しているものである（6）。

　「図表13」は、「国の財務書類」から作成したもので、この図表から日本はすでに平成（2002）

年の時点で、資産・負債差額は242.0兆円もの債務超過、借方・貸方それぞれの総額の
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27.4％を占める資本欠損状態

にあり、明らかに財政破綻、

国家財政が破産状態にあるこ

とがわかる。平成14年度末か

ら平成26年度末までは期末資

産はほとんど変化が無いがそ

の構成部分である有価証券は

5.5兆円から139.5兆円と約26

倍に、運用預託金は3.5兆円

から103.7兆円と約30倍へと

急増している。一方、負債は

272.4兆円、約30％増、その

うち公債は434.6兆円、約97％増とほぼ倍増し、資産・負債差額も250兆円、約103％増と

倍増している。また、負債の一部である「公的年金預り金」は、一方では国民の貴重な年

金資産であるが、同時期47.9兆円も減少させている。

　貸借対照表の借方・資産は企業活動の運用を表し、貸方・負債はその調達を表している。

「図表13」の借方・貸方の各科目の金額はそれぞれ一定の対応関係にあり、負債・政府短

期証券は期末資産・有価証券の一部に、同じく負債の公的年金預かり金は期末資産の運用

預託金にそれぞれ対応しているが、平成14年末から平成26年末までに政府短期証券は52.3

兆円、公債は434.6兆円、調達面（負債総額）で272.4兆円増加したが、ここでも公債依存

が明らかであり、債務超過分である資産・負債差額は250兆円増加させ、資産・負債総額

の約42％を占めるに至り、財政運営に止まらず、国家運営の失敗を示している。

　特に貸方・純資産（正味資産）は、調達（資金）を保証する重要な意義が貸借対照表で

国家財政を分析すると、複式簿記の「取引の二面性」の持つ優れた特性が発揮されている。

例えば、期末資産とは負債と同意義、つまり将来返済義務がある債務そのものであり、い

わゆる「財産」とは違う概念・意味であり、不良債権そのものであることを示している。

また、資産は「換金処分して他の財源に充てることができないもの」と「国の財務書類」

に明記さており、いわゆる財産とか財源などの概念とはほど遠いものである。

（２）財政・金融政策の推移と現状

　第１章（【１】日本経済の全体像と国民経済計算）では、国民経済計算の構成要素、諸

概念の金額を会計的手法で、とりわけ国民経済の経済主体の一つの政府部門の債務超過、

図表13　国の貸借対照表（財務省「国の財務書類」各年より）
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資本欠損の事実から、財政破

綻状態を記述したが、本節で

は近年の金融・財政政策の推

移と現状を明らかにしたい

が、国民経済計算による政府

部門の債務超過と日銀、財務

省の統計資料が示す数値や理

論的関係性の解明は今後の課

題とする。

　数年来の日本の財政・金融

政策の「３本の矢」の一つである「量的・質的金融緩和政策」に基づいた国債の大量発行

と日本銀行の引き受け（買い取り）などの推移を「図表14」で見ると、安倍内閣による国

債の大量発行が開始された2013（平成24）年４月の時点では、日銀の長期国債保有残高

61.9兆円、当座預金残高156.1兆円、マネタリーベース残高149.6兆円であったが、１年後

の2014（平成26）年４月にはそれぞれ160.0兆円、131.4兆円、222.1兆円、同年12月には、

それぞれ201.8兆円、178.1兆円、275.9兆円、さらに2015（平成27）年９月にはそれぞれ

262,8兆円、220.7兆円、338.4兆円と、まさにウナギ登りの増加であった。２年５ヶ月に長

期国債保有残高で1.6倍、当座預金残高で３倍、マネタリーベース残高で２倍強の増加で

あった。しかし、政策目標であった「デフレ脱却」の課題である「物価上昇２％」の実現

にはほど遠い現状で、毎年80兆円の国債発行と、その７割を日銀が購入、2015年には日銀

の国債保有残高は300兆円を超え、積み重なる累積額は、各種国債1,000兆円超、短期証券・

金融負債を加えると、一般政府（国・地方自治体）の負債は約1,200兆円、ＧＤＰ比

250%、世界最悪の借金大国となっており、敗戦直前の昭和19年当時の国債発行残高対国

民所得比は250％超と同等となっている。

　安倍内閣誕生後４年間（2017年度末）で、約650兆円の国債発行、そのうち約400兆円が

借換債、すなわち返済の繰り延べ、延期を繰り返している。一般企業の「手形の借り換え」（7）

であるが、企業間では毎年繰り返すことなどありえない事である。2015（平成27）年度一

般予算（歳出・概算）約96兆３千億円の４分の１（約23兆５千億円 ) は国債費、うち利払

費は約10兆１千億円、元金返済である償還債務費は年平均13兆円に過ぎず、１千兆円を超

す国債残高は、ますます膨張する一方である。国債残高の減少、すなわち国債の償還と利

払費、元利返済の原資は唯一国税収入のみであり、巨額の国債元利返済は、今や非現実的

になっている。

図表14　日銀マネタリーベース推移（兆円）
（「日銀時系列データ」より作成）
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　毎年10兆円程度の利払費で危機を凌ぎ、課題の先送りを可能としているのは、平均１％

程度の国債金利によるものである。もし、国債金利上昇ならば、一般予算の破綻が起きた

場合、この低金利依存スキームは破綻確実であり、この事は政府財政関係者には強く意識

していると考えられる。「出口無き戦略」である巨額の国債発行の最大の目的は国債金利

の上昇を防ぎ、超低金利の固定化を図ることではないだろうか。すでに2008年の「預金保

護制度」という預金凍結への布石は大きな意味を持ち、大量の日銀買い入れによる「永久

債化」、「ヘリコプターマネー」の思惑や「マイナス金利」導入は財政の破綻から始まる日

本経済の崩壊を食い止める最大の「リスクオフ」の対策として考えられているのである。

（３）日銀の国債買入れと財務状況

　「図表15」は、日本銀行の平成

24年度末と平成27年度末の貸借対

照表である。両者を比較すると、

借方・資産の長期国債は91.3兆円

から301.9兆円と、210兆円増加し、

３倍増となり、当座預金も58.1兆

円から275.4兆円、217.3兆円増加

し、約4.7倍増、総資産・総負債

額も164.4兆円から405.6兆円と

240.8兆円増加、約2.5倍増となっ

た。また、資産・負債構成比は、

長期国債は資産の55.4％から74.4％へ、当座預金は負債の35.3％から68.0％へ、自己資本率

である純資産は３％から0.8％へと減少し、いずれも著しく財務内容を悪化させている。

海外の中央銀行はその財務内容の改善を図るために、国債等の買入れを厳しく制限し、Ｆ

ＲＢやＥＢＣなどは概ね総資産の15％以下の抑えており、また、総資産・総負債の総額の

減少、バランスシート（貸借対照表）の圧縮とポートフォリオ構成の改善に努めている。

これらの世界的趨勢に反し、日本銀行のみがバランスシートの巨大化と巨額の国債買入れ

という「異次元」の金融政策をわずか３年で成し遂げたのである。図表内にあるように借

方・資産とは資金運用のためにあるが経常収益約１兆６千億円のうち約80％、１兆３千億

円は財務省から受け取った国債利息である（8）。

　「図表16」で見る限り、1994（平成６）年度から2015（平成27）年度までの20年間でも

大規模な金融緩和政策が始まり、マネタリーベースが一挙に約220兆円増加した2013（平

図表15　日本銀行貸借対照表比較
（日銀「各回事業年度決算等について」より作成）
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成25）年度から2015（平成

27）年度の期間は2014年４

月の消費税率８％への値上

げの影響を除き、市中の資

金量を示すマネタリーベー

スの額と消費者物価（総合）

と関係性を見ることはでき

ない。

（４）経済の停滞をめぐる問題

　国民経済計算によるＧＤＰの増減、経済成長率について第２章で日本の経済成長の停滞

状況を国民経済計算による国民所得の構成要素、諸概念である雇用者報酬、財産所得、企

業所得、労働分配率などの指標で確認したが、ここではさらに様々な経済統計で経済成長

などについて検討する。

　「図表17」は民間

給与総額と一人当た

り年間給与額の推移

を示しているが、給

与総額222.8兆円、

一人当たり年間給与

418.5万円も平成10

（1998）年を最高と

し、平成26（2014）

年には、それぞれ

19.8兆円、55.5万円

減らしている。これ

らの民間給与は、企

業部門から家計部門

への所得移転の一部

であることを考える

と、経済の循環性と

いう国民経済の発展

図表16　マネタリーベース（10億円）・消費者物価（総合）推移

図表17　民間給与総額と一人あたり年間給与額推移（平成10～26年）
（国税庁「民間給与実態調査結果」より作成）

図表18　給与所得者一人当たり税額と年間給与所得者数の推移
（国税庁「民間給与実態調査結果平成26年」より作成）
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の見地から極めて大きな問題を示している。企業部門か円滑に、かつ十分に家計部門へ給

与という形で所得移転が起きれば、家計部門の消費を喚起し、企業部門の需要も呼び起こ

し、また政府部門へ家計部門から所得税等として、納税の形で所得移転が起き、国民経済

の好循環が起こるのである。

　「図表18」は、民間給与者一人当たりの所得税総額と民間給与者数の長期的な推移を示

したものである。昭和54年から平成４年までは、一人当たり税額の伸びと給与者数の増加

は同調していたが、平成９年から平成26年まで、給与者数が約310万人増加したが、一人

当たり所得税額は23.0万円から15.9万円に減少しており、同時期の所得税総額は12.1兆円

から8.9兆円へ減少している。これは、企業部門からの民間給与という形の所得移転の減

少が、家計部門から所得税という形の政府部門への所得移転を減少させたのである。

　国民経済の中で好循環が生起されなければ、経済成長も生起されないのであり、各経済

主体、各部門間との間で活発な所得移転の循環が起きなければならない。経済とは循環で

あり、プラスのスパイラルによる拡大再生産が永続性を保証するのである。もちろんその

中で、新陳代謝、進化と退化、新旧交代のメカニズムも機能している。日本経済の1990年

代から「失われた20年」と言われる時期は、まさにこのメカニズムが機能していない時期

なのである。日本のＧＤＰ構成の６割は国内需要であり、いわば、国内消費は国内総生産

の推進器であり、その燃料が賃金・給与である。燃料が不足すれば推進機は稼働しない、

そうした当たり前の事実にこれまで20年もの間、向き合って来なかったのだろうか。

　「図表19」は、第２章（P.8）の「図表10」に名目成長率が1995年の504.6兆円から１％成

長率が実現していたら、2015年には610兆円になっているという仮定した場合の折れ線グ

ラフである（9）。わずか１％とはいえ、これが20年間続くと100兆円以上の増加額となるの

であり、１％の成長も実現できてこなかった日本と如何なる国なのであろうか。また、経

済の停滞の原因を他に

求めていたのではない

のか。「デフレ」状態、

「デフレ」経済との因

果関係に少子化、高齢

化が引き合いに出され

るが、果たして本当だ

ろうか。

　「図表20」は労働力

人口、就業者数、雇用

図表19　名目・実質ＧＤＰ推移（兆円「内閣府国民経済計算」）
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者数の推移を示したもので、1997（平成９）年は労働力人口と就業者数が最も多かったの

である。その年以降、労働力人口と就業者数は減少傾向が続いている。2015（平成27）年

は、労働力人口は6,598万人、就業者数は6,376万人で1997年と比べ、それぞれ176万人、22

万人減少しているが、雇用者数は5,640万人で、1997年より241万人多いのである。労働力

人口は15歳以上65歳未満の人口統計上の数値であり、2013年に人口のピークを迎え、日本

は世界の中でも真っ先に人口減少国となったのであり、労働力人口の減少は当然である。

また、それに伴い就業者数の減少は当然で、両者の差異はほぼ100万人前後で推移し、同

調しているのである。しかし、当然のこととして雇用者数も減少するはずが、実際は増加

していることに日本の経済社会的特殊性がある。それ第１に、様々な業種の中小零細業者

と自営業者の解散・廃業が、企業倒産を上回る件数で推移しており、就業者層から雇用者

層への移動が多いのである。第２に60歳以上または65歳以上の雇用者の増加である。年金

支給年齢の引き上げや支給年金の不足による、高齢者の就業の増加であり、高齢者の貧困

化、格差化の象徴である。欧米諸国と比べ、日本の高齢者の就業率は極めて高く、60歳以

上65歳未満で80％であり、65歳以上70歳未満で日本は52％、アメリカは40％、イギリス

20％、ドイツに至っては５％であり、欧米の高齢者は名実ともに充実した年金生活を送っ

ているのである（10）。

（３）消費税と税構造をめぐる状況

　第２章で消費税増税が我が国の税構造の歪みを一層強めるものといして記述したが、国

民経済にどのような影響を与え、また消費税そのものが持つ問題点を明らかにする。「図

表21」は、消費税の逆進性を示したものである。逆進性とは低所得者の負担が多く、高所

得者に負担が少なく、税負担の原則である「応能負担」に反することをいう。

図表20　労働力人口・就業者・雇用者推移（万人）（総務省統計局統計データ・長期時系列表より作成）
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　「図表21（１）」は消費税率10％の場合、年収別の世帯負担増額と年収に占める割合を示

しているが、年収180万円の場合、負担増は8.3万円、年収に占める割合は4.6％に対して、

年収2000万円の場合、負担増は52.1万円だが年収に占める割合は2.6％、また、「図表21（２）」

は消費税10％の場合、年収別の消費支出と年収に占める割合を示しているが、年収180万

円の場合、年間の消費支出は41.5万円、年収に占める割合は23.1％に対して、年収2000万

円の場合、消費支出260.5万円、年収に占める割合13.0％であった。いずれも、所得が低い

世帯ほど負担率が高くなり、課税の負担能力に応じた課税原則である「累進性」の真逆の

「逆進性」が明らかである。間接税の一種の消費税の納税者は商品・サービスの流通過程

の事業者であり、納税者は最終購買者である消費者である。税とは国民経済の家計部門や

企業部門からの政府部門への所得移転を担う重要な役割があり、従って税制はこの所得移

転をどれくらい、どのように行うかを決定している。税制に歪みがあれば、国民経済全体

の発展と部門間のバランスに影響する。家計部門の弱者である低所得層に大きな負担をか

ける消費税は大いに弊害がある。消費税率の高いヨーロッパ諸国では、消費税の弊害を取

り除くために、食料品を課税しないなどの低減税率などを導入しているが、そもそも、こ

うした諸国は医療費、教育費の無償化が実現しており、また、最低課税対象が広く、税額

控除も充実しており、「消費税に耐え得る経済社会」であり、20％を超える高い税率は、

一種の富裕税である。日本でも1989年まで一般消費税が導入される前にあった「物品税」は、

奢侈品や高額消費財に20％を超える高い税率をかけていたのである。日本は「消費税に耐

え得る経済社会」ではなく、今や「消費税に頼る経済社会」になってしまったのである。

　工業製品の最終購買者は輸出を行う国内企業だが、海外に輸出する場合は海外の事業者

から売上げの際に「仮受消費税」を受け取ることはできないため国内企業は、国内で商品

を仕入れた際に支払った「仮払消費税」をそのまま納税する。その後、実際に海外の事業

者から受け取っていない「仮受消費税」と企業が支払った「仮払消費税」との差額を、税

図表21（１）　消費税10％の場合の負担増
（年収別・世帯別）

図表21（２）　消費支出＆対年収割合
（世帯別）
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務署から受け取るが、これが「消費税還付金」であり、第２章（【２】税収推移と税構造（４）

各税還付金「図表12」）で示したように、輸出企業は輸出の際に消費税還付金として「益税」

といして受け取り、その額は平成26年度に約３兆４千億円であった。

（４）国民経済と企業

　これまで、経済活動の帰結である経済統計や経済指標の検討を通じ、国民経済にあらわ

れる様々な状況は危機的状況といえる。経済活動は、その多くは経済政策の結果であり、

その事実を見つめ経済政策の検証と修正を常に行うべきである。経済活動や経済事象は経

済政策の帰結であり、また、国民経済の主体である企業部門の働き、役割に負うところが

大きく、経済の危機的状況に大いに関わりがあるのである。

　「図表22」は10年来の企業活動全体の結果、企業業績を明らかにしたものである。国民

経済の企業部門の活動を理解するための重要な指標が示されている。まず、売上高の推移

は2007（平成17）年の1,508.2兆円をピークに減少傾向にあり、2014（平成26）年には1,44.8

兆円へと約130兆円減少している。経常利益は2014（平成26）年にピークを迎えており、

2009（平成21）年のリーマン・ショック後の32.1兆円から64.6兆円へと２倍に戦後最高額

を記録し、増加傾向が続いている。

　当期純利益も経常利益と同じように、2009（平成21）年の12.3兆円から底打ちし、2014（平

成24）年に41.3兆円と３倍強の増加し、戦後最高となった。また、内部留保や配当金も同

様の傾向が見られる。ここ６，７年の間の企業業績は好調で、企業部門も同様であるが、

一方、国民経済の他の部門特に政府部門の窮状と比べ、文字通り雲泥の差があり、明らか

に国民経済を構成する各部門との間に格差ないし不均衡が存在している。

図表22　企業業績推移（売上高 ･ 経常利益 ･ 当期純利益 ･ 配当金 ･ 内部留保）
（; 兆円「財務省企業法人統計平成26年度」より）
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　日本経済と企業活動に関する新聞報道にみてみよう。「『円安株高』などによる戦後最高

の企業収益、外国人投資家は、2013－2015の３年間連続東証一部の売買高の60% 以上を

占め、日本株式投資による値上益は93兆円、2014年末の保有高は169兆円にのぼる（11）。」

「『日本経済は停滞』だが企業は空前の利益。1992年度を100とすると、2014年度の名目Ｇ

ＤＰ、企業（単体）の売上高、人件費はいずれも100前後であるが、企業部門の経常利益

は250、2.5倍に増え、2013年６月から翌14年６月までに利益剰余金（内部留保）は14.9兆

円増え、長期保有の株式を15.3兆円増やした。日本企業の直接投資残高は14年末で143.9兆

円、５年間で倍増、自動車産業の海外生産はリーマン・ショック以前の50％から70％へ増

加。しかし、日本の海外投資の稼ぐ力、01年から４年の対外直接投資の利益率は4.8％、

外国企業による対日投資の利益率は11.5％に比べ著しく低い（12）。」「積み上げ続ける内部

留保にみる、日本経済と企業活動の危機的状況。『税引き後当期純利益』⇒『未処分利益』」

⇒『利益剰余金』への流れ。資本金１億円以上の企業で約400兆円、10億円以上で260兆円。

銀行（金融機関）の企業預金残高が200兆円（13）。「有り余る手元資金による株主還元策、

自社株買いと配当金増額。また７年連続増加の海外Ｍ＆Ａ（企業買収）。経営規模の拡大

はリスクの拡大、「減損リスク」の増大。日本企業の「のれん」残高24兆円（14）。」

　こうした新聞記事・論評には、リアルに経済と企業活動の実像が語られている。粉飾や

虚飾抜きの論調には一定の危機感が感じられる。「日本企業」はもはや死語となっており、

外国人株主の保有率の増加による日本企業の支配が強化されている。主要企業の外国人株

主保有率は日産85％、トヨタ40％、三井住友HD65％など、基幹産業の金融・証券、自動車、

情報産業の株主はほぼ半数が外国人となっている。自動車生産台数の50％超が海外生産で

ある一方、日本企業の株売買や株取得など外国資本の国内進出が進み、企業の海外進出と

国内進出という相互浸透グローバル化の二面性が明らかになっている。

　日本企業の企業買収を含む海外進出には、コスト負担と共に過大なリスク負担もあり、

海外の企業買収（Ｍ＆Ａ）に伴う「のれん」の残高は2015年時点で約24兆円ともいわれ、

ＪＴは自己資本の６割、ソフトバンクは５割に達し、減損処理を迫られた場合大きなリス

クになる。東芝によるＩＢＭのＰＯＳシステム事業子会社や原発製造のＷＨ社買収、キリ

ンＨＤのブラジル事業会社などは巨額の減損損失を計上した（15）。

　東芝の「不正経理」、粉飾決算問題にはキャッシュフロー算出に伴う原発事業の巨額の

損失処理の隠蔽と先送りがあり、東芝はかろうじて倒産を免れた。一般政府のバランスシー

トが、資本欠損状態になり、破綻に陥っている点と、2015年２月に発覚した東芝粉飾決算

事件と共通項がある。東芝の場合、粉飾の背景には、原発事業会社の買収に伴う巨額の「の

れん」の償却の問題がある。キャッシュフロー計算による巨額の損失処理による資本欠損
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が生じ、倒産に危機に面した状況の隠蔽が本質問題であった。東芝は2016年３月期決算に

おいて、医療関係の子会社売却代金の一部4,000億円による原発事業関係ののれんの損失

処理をおこなったが、自己資本は、わずか1,000億円程度に落ち込んだ（16）。

　「失われた20年」といわれる日本の経済の停滞は、経済政策の誤りと大企業経営の失敗

によるものであり、経済指標などを直視し、正しい事実認識にもとづく経済政策と企業経

営の遂行こそ必要である。政策と経営の遂行にあたり、コストとリターンにだけに目を奪

われるのではなく、リスクという最大の難敵に向かわなければならない。経済にとって「三

方良し」は理想であるが、現実には「三方立たず」、「三竦み」であり、ジレンマではなく

「トリレンマ」の渦中にあることを為政者や経営者は意識すべきである。二者択一や「トレー

ドオフ」では無く、「リスクオフ」こそが最優先課題である。リスク意識の欠如は「想定外・

予測不能」という言い訳を許し、組織・企業の責任を免罪することになる。

まとめ

　これまで各種の統計資料による国民経済の推移と現状について事実関係と概況を述べて

来たが、ここで国民経済の改善について私見を述べる。まず、第１に、税制改革として、

2104（平成26）年に約６兆９千億円、収納済額の10.2％にのぼる法人税、消費税、所得税

各種の還付金制度の廃止、また、消費税依存の税制を改めるために1989（昭和64）年に消

費税導入時に廃止された物品税を参考に、消費税の品目別軽減税率の導入による生活用品

の課税免除や高額商品への高率課税を行い、富裕税としての機能を発揮させること、また

同時に「多段階課税方式」を改め、課税を商品の出荷時点または消費時点にすること、要

するに家計に依存する消費税の役割を減らし、低所得者層に対する各種の税と保険料負担

の軽減を目指す課税・負担最低減額を引き上げて税の再配分機能を発揮させること、さら

に短期間に莫大な金額の投機取引に対する金融取引税の導入を図ること、タックス・ヘイ

ブンに対する課税強化など、他に法人税、所得税の改正を必要としているが、要点は税負

担の応能原則、公正さと合理性の実現による不公平税制の改革であり、経済主体間の不均

衡を是正するため付加価値の主たる付加価値の源泉である企業部門への課税対象を拡げ、

各種税率の増減を通じて税収入を増加させる事である。第２に、税制改革と表裏一体の財

政改革が必要であり、1965年に当初2000億円で始まった戦後の国債発行は、今や1000兆円

を超え、各種の政府、地方自治体の負債を合計すると1250兆円、国民一人当たり1000万円、

ＧＤＰ比250％もの負債の増加は直ちに止めなくてはならず、手始めにアメリカの連邦予

算の「縮減法」に倣った一般予算と特別会計の漸次的な削減を実現し、４年も経っても「物
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価上昇２％」も実現できず債務残高を増やすだけの野放図な大量の国債発行と日銀の大量

の国債買入れも中止すべきである。但し、これらの政策導入は劇薬でもあり、副作用も大

いにあり詳細な検討が必要であるが、少なくとも「出口戦略」の明示は必要である。消費

税増税などは国民経済をいたずらに毀損するだけであり、財政再建などとは無縁な事であ

る。バブル崩壊後に金融機関経営者などのモラルハザードが問題となったが、これをはる

かに凌ぐ無責任、無自覚な政策遂行が行われているのである。第３に、税制改革、財政再

建に限らず、全ての経済政策の戦略目標を明確に確定すべきである。第二次安倍内閣は、

発足当時から「デフレ脱却」を経済政策の目標として来たが、それは決して戦略目標では

無く、一種の対症療法でしかなく、この稿で検討してきたように、国民経済の各経済主体

間の著しい不均衡、各経済主体内部の二極化、特に一般政府の破産状況を示す膨大な債務

超過など、国民経済の窮状と毀損の改善こそを戦略目標とすべきである。的外れの戦略目

標設定による誤った戦術選択・政策実施によって停滞し続ける日本経済は、とりわけ国民

生活の二極化、多くの人々の窮乏と貧困化をもたらしており、経済の持続性、再生産ばか

りか国民の生活、生命の維持、持続性、再生産すら脅かしている。20年以上続けられてい

る超低金利・ゼロ金利政策と雇用者報酬・賃金の「抑制」政策は、経済主体としての企業

から家計への莫大な逸失利益となっており、また所得税の減少による一般政府部門の逸失

利益にもなっている。経済政策の目標は持続性、再生産と好循環の実現、すなわち拡大再

生産による質的、量的、バランスある国民経済の発展である。また、経済政策の目標は経

済的民主主義の実現でもあり、公正さと一定の経済的合理性を持ち合わせ、「文化的な生

活」、「職業の自由」など主権者たる国民生活の改善と権利を実現するものでなければなら

ない。

注

（１）�内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部「平成〇〇年度国民経済計算確報」、「フロー編」と「ストッ

ク編」がある。

（２）日本経済新聞2016.1.16　「国富、２年連続増加－14年末3108兆円対外資産が最高」　

（３）�内閣府報道発表「平成21年度国民経済計算確報（ストック編）2011.1.31　及び、日本経済新聞　

2011.2.1　「国富、２年連続マイナス、－政府部門初の負債超過－」

（４）�日本経済新聞2016.6.2「今日のことば；2016年度の消費税収約17兆2千億円」この数字は歳入組入額で、

同年の消費税収納済額は約26兆円（財務省資料）。

（５）�「中間申告」によって当期の納税を行うが、決算時に損失が発生の場合、納税分が次年度に還付される。

トヨタは2008年度に「未収還付法人税等」として2053億円を計上、翌年還付された。また、これと
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は別に「欠損金の繰越制度」によって、トヨタは５年間、四大銀行はバブル破綻後18年間法人税納

税が免除された。

（６）�平成26年度「国の財政書類のポイント」（平成18年１月財務省主計局）より。公会計確立の試みとし

て複式簿記を導入。

（７）�手形の決済日が到来した時、当座預金残高の不足による不渡りを避けるため、債権者の承認のうえ

に旧手形と新手形の交換をはかる手続き。

（８）�日本銀行平成27年度「損益計算書」（第131回事業年度決算等について）

（９）�複利計算式（元利合計）高精度計算サイト（keisan.casio.jp/exec/system/1248923562）を利用。

　 　年利率１%、経過年20年、元金495.6兆円で計算。

（10）日本経済新聞2016.5.5「経済教室」清水谷諭（リコー経済社会研究所主任研究員）

（11）日本経済新聞2015.6.8「アベノミクスの国富論」編集委員滝田洋一　�

（12）日本経済新聞2016.1.12「Ｍ＆Ａ2.0バブルの轍は踏まない」

（13）財務省「企業法人統計調査」2016.6.1

（14）日本経済新聞2016.1.23「『のれん残高』24兆円に拡大－７年連続最高に－」

（15）日本経済新聞2016.1.23　同上

（16）�東芝連結貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書（2015年度決算報告、2016年度第１四

半期決算報告より）
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